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◇行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

 行政不服審査法の施行に伴い、所要の規定の整備を行うものです。 

２ 改正の内容 

 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例中、大和高田市

固定資産評価審査委員会条例に係る規定について所要の整備を行います。 

３ 施行期日 公布の日 

 

◇大和高田市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

 地方税法等の一部を改正する法律等の公布に伴い、所要の改正を行うものです。 

２ 改正の内容 

 第１条 大和高田市税賦課徴収条例の一部改正 

① 独立行政法人労働安全衛生総合研究所を統合する独立行政法人労働者健康福祉機構について、

独立行政法人労働者健康安全機構への改組後も現行と同様の非課税措置を講ずるものとしま

す。（第５３条の２及び第５３条の６関係） 

② 地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条

例で決定できるようにする仕組み（通称：わがまち特例）が導入され、固定資産税等の減額特

例措置について地方自治体が減額の割合を地方税法で定める上限及び下限の範囲内において

決定できるようになったことに伴い、当該減額の特例措置に係る割合を下記のとおり条例で規

定することとします。（附則第１０条の２の第６項から第１０項まで及び第１３項並びに附則

第１８条の１６関係） 

＜固定資産税＞ 

特例対象 改正前 改正後 条例 

再生可能エネルギー

発電設備（太陽光発

電設備） 

２／３ 

わがまち特例を導入 

 ２／３を参酌して１／２以上５／６以下

で市町村の条例で定める割合 

２／３ 

再生可能エネルギー

発電設備（風力発電

設備） 

２／３ 

わがまち特例を導入 

 ２／３を参酌して１／２以上５／６以下

で市町村の条例で定める割合 

２／３ 

再生可能エネルギー

発電設備（水力発電

設備） 

１／２ 

わがまち特例を導入 

 １／２を参酌して１／３以上２／３以下

で市町村の条例で定める割合 

１／２ 

再生可能エネルギー

発電設備（地熱発電

設備） 

２／３ 

わがまち特例を導入 

 １／２を参酌して１／３以上２／３以下

で市町村の条例で定める割合 

１／２ 

再生可能エネルギー

発電設備（バイオマ

ス発電設備） 

２／３ 

わがまち特例を導入 

 １／２を参酌して１／３以上２／３以下

で市町村の条例で定める割合 

１／２ 

＜固定資産税、都市計画税＞ 

特例対象 改正前 改正後 条例 

都市再生特別措置法

に基づき認定誘導事

業者が整備した公共

４／５ 

わがまち特例を導入 

 ４／５を参酌して７／１０以上９／１０

以下で市町村の条例で定める割合 

４／５ 

公布された条例のあらまし 
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施設等 

③ その他所要の規定の整備を行います。 

第２条 大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正 

① 所要の規定の整備を行います。 

３ 施行期日 平成２８年４月１日 

 

◇大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

１ 改正の理由 

 地方税法施行令の一部改正に伴い、５割軽減及び２割軽減の対象者の拡大を図るため、保険税軽

減基準額の引上げを行うものです。 

２ 改正の内容 

５割軽減及び２割軽減の対象者の拡大を図るため、保険税軽減基準額の引上げを行います。（第

２１条関係） 

３ 施行期日 平成２８年４月１日 
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条例第２６号 

 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２８年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を改正する条例 

 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例（平成２８年条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条中第４章中第１３条を第１５条とする改正規定を次のように改める。 

第４章中第１３条を第１５条とする。 

第１１条第１項中「前３条」を「第８条から第１０条まで」に改める。 

附則第２項中「平成２８年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳

に登録された価格に係る審査の申出」を「平成２８年４月１日以後に地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第４１１条第２項の規定による公示若しくは同法第４１９条第３項の規定による公示（同法

第４２０条の更正に基づく納税通知書の交付がされた場合には当該納税通知書の交付）又は同法第４

１７条第１項後段の規定による通知（以下この項において「公示等」という。）がされる場合」に、「平

成２７年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査

の申出（申出期間の初日が平成２８年４月１日以後である審査の申出を除く。）」を「同日前に公示等

がされた場合」に改める。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

条例第２７号 

 大和高田市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２８年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例 

 （大和高田市税賦課徴収条例の一部改正） 

第１条 大和高田市税賦課徴収条例（昭和２６年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

  第５３条の２中「又は第１２号の固定資産」を「若しくは第１２号の固定資産又は同項第１６号

の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教育の

用に供するものに限る。）」に、「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健

康安全機構」に改める。 

 第５３条の６中「又は第１２号」を「、第１２号又は第１６号」に改める。 

  第１２８条第２項中「第２３項、第２４項」を「第２２項から第２４項まで」に、「又は第３０

項から第３３項まで」を「から第３１項まで、第３３項又は第３４項」に改める。 

  附則第１０条の２第４項中「附則第１５条第２項第６号」を「附則第１５条第２項第７号」に改

め、同条中第８項を第１４項とし、第７項を第１２項とし、同項の次に次の１項を加える。 

 １３ 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割合は、５分の４とする。 

  附則第１０条の２第６項を第１１項とし、第５項の次に次の５項を加える。 

 ６ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

 ７ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定め

条 例 
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る割合は、３分の２とする。 

 ８ 法附則第１５条第３３項第２号イに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

 ９ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

 １０ 法附則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市町村の条例で定

める割合は、２分の１とする。 

  附則第１０条の３第９項第５号中「費用」の次に「及び令附則第１２条第３６項に規定する補助

金等」を加える。 

  附則第１８条の１５の次に次の１条を加える。 

  （法附則第１５条第４２項の条例で定める割合） 

 第１８条の１６ 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割合は、５分の４とす

る。 

  附則第１９条から第２３条まで及び第２５条中「第２０項」を「第１９項」に改める。 

  附則第２８条中「若しくは第３７項」を「、第３７項、第４２項若しくは第４５項」に、「第３

０項から第３３項まで」を「第３４項」に改める。 

 （大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 大和高田市税賦課徴収条例の一部を改正する条例（平成２７年条例第２８号）の一部を次の

ように改正する。 

 附則第６条第１０項の表第７項の表以外の部分の項、同条第１２項の表第７項の表以外の部分の

項及び同条第１４項の表第７項の表以外の部分の項中「から」を「同項から前項まで」に、「、第

５項及び」を「同項、第５項及び前項」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の大和高田市税賦課徴収条例（以

下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、平成２８年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、平成２７年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１０条の２第６項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得される地方税法

等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭

和２５年法律第２２６号。以下「新法」という。）附則第１５条第３３項第１号イに規定する設備

に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

３ 新条例附則第１０条の２第７項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得される新法附則

第１５条第３３項第１号ロに規定する設備に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産

税について適用する。 

４ 新条例附則第１０条の２第８項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得される新法附則

第１５条第３３項第２号イに規定する設備に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産

税について適用する。 

５ 新条例附則第１０条の２第９項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得される新法附則

第１５条第３３項第２号ロに規定する設備に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産

税について適用する。 

６ 新条例附則第１０条の２第１０項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得される新法附

則第１５条第３３項第２号ハに規定する設備に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資

産税について適用する。 
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７ 新条例附則第１０条の２第１３項の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得される新法附

則第１５条第４２項に規定する家屋及び償却資産に対して課する平成２９年度以後の年度分の固

定資産税について適用する。 

８ 新条例附則第１０条の３第９項第５号の規定は、平成２８年４月１日以後に改修される新法附則

第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修住宅又は同条第１０項に規定する区分所有に係る

家屋に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 （都市計画税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中都市計画税に関する部分は、平成２８年度以

後の年度分の都市計画税について適用し、平成２７年度分までの都市計画税については、なお従前

の例による。 

２ 新条例附則第１８条の１６の規定は、平成２８年４月１日以後に新たに取得される新法附則第１

５条第４２項に規定する家屋に対して課する平成２９年度以後の年度分の都市計画税について適

用する。 

 

条例第２８号 

 大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２８年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 大和高田市国民健康保険税条例（昭和３２年条例第２０号）の一部を次のように改正する。 

 第２１条第２号中「２６万円」を「２６万５千円」に改め、同条第３号中「４７万円」を「４８万

円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の大和高田市国民健康保険税条例の規定は、平成２８年度以後の年度分の国民健康保険税

について適用し、平成２７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。 

 

 

 

規則第１２号 

 大和高田市市民交流センター条例の一部の施行期日を定める規則を次のように定める。 

  平成２８年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市市民交流センター条例の一部の施行期日を定める規則 

 大和高田市市民交流センター条例（平成２７年条例第２６号。以下「条例」という。）附則第１項た

だし書に規定する規定の施行期日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。 

 （１） 条例第３条第１項第１号、第２号、第４号及び第８号の規定 平成２８年４月２４日 

（２） 条例第３条第１項第３号、第５号、第６号及び第７号の規定 平成２８年５月１日 

 

 

 

 

告 示 

規 則 
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告示第２８号の２ 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２８年３月３１日付

けで専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

  平成２８年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２７年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

 ２ 平成２７年度下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

平成２７年度大和高田市一般会計補正予算（第５号）専決処分 

平成２７年度大和高田市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５２０，６７０千円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２５，０８４，３１８千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第２表 繰越明許費」による 

 （地方債の補正） 

第３条 地方債は、「第３表 地方債補正」による。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。 
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第２表　繰越明許費

（単位：千円）

款 項 事　業　名 金　　額

総務費 総務管理費 通学路整備事業 8,479 

 

第３表　地方債補正 

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法

千円 （借入方法）      % 政府資金に 千円 （借入方法）      % 政府資金に

4.0 ついては、そ 4.0 ついては、そ

普通貸借又は 以内 の融資条件に 普通貸借又は 以内 の融資条件に

証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ 証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ

法による。 利率見直 の他の場合に 法による。 利率見直 の他の場合に

32,400 し方式で はその債権者 16,700 し方式で はその債権者

借入れる と協定するも 借入れる と協定するも

場合につ の に よ る 。 場合につ の に よ る 。

いて、利 ただし、市 いて、利 ただし、市

率の見直 財政の都合に 率の見直 財政の都合に

しを行っ より据置期間 しを行っ より据置期間

た後にお 及び償還期間 た後にお 及び償還期間

いては、 を短縮し、又 いては、 を短縮し、又

当該見直 は繰上償還若 当該見直 は繰上償還若

し後の利 しくは低利に し後の利 しくは低利に

率） 借換えするこ 率） 借換えするこ

とができる。 とができる。

45,600 〃 〃 〃 11,700 〃 〃 〃

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

道路新設改良事
業

中学校給食施設
整備事業

 

平成２７年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第３号）専決処分 

平成２７年度大和高田市の下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５，４４６千円を減額し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２，２３２，０５０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債は、「第２表 地方債補正」による。 

 地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分する。 
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第２表　地方債補正 

限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の 方法

千円 （借入方法）      % 政府資金に 千円 （借入方法）      % 政府資金に

4.0 ついては、そ 4.0 ついては、そ

普通貸借又は 以内 の融資条件に 普通貸借又は 以内 の融資条件に

証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ 証券発行の方 (ただし、 より、銀行そ

法による。 利率見直 の他の場合に 法による。 利率見直 の他の場合に

644,300 し方式で はその債権者 628,900 し方式で はその債権者

借入れる と協定するも 借入れる と協定するも

場合につ のによる。 場合につ のによる。

いて、利 ただし、市 いて、利 ただし、市

率の見直 財政の都合に 率の見直 財政の都合に

しを行っ より据置期間 しを行っ より据置期間

た後にお 及び償還期間 た後にお 及び償還期間

いては、 を短縮し、又 いては、 を短縮し、又

当該見直 は繰上償還若 当該見直 は繰上償還若

し後の利 しくは低利に し後の利 しくは低利に

率） 借換えするこ 率） 借換えするこ

とができる。 とができる。

起 債 の 目 的
補 正 前 補 正 後

下水道事業
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告示第３１号 

 大和高田市生活支援体制整備事業実施要綱を次のように定める。 

平成２８年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市生活支援体制整備事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条の４５

第２項第５号に規定する生活支援体制整備事業（以下「事業」という。）の実施に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 （実施主体） 

第２条 この事業の実施主体は、大和高田市とする。ただし、介護保険法施行規則（平成１１年

厚生省令第３６号）第１４０条の６７の規定により市が適当と認めた者に対し、当該事業の全

部又は一部を委託することができる。 

 （事業内容） 

第３条 市長は、地域における高齢者の日常生活上の支援体制の充実及び強化のため、次に掲げ

る事業を行うものとする。 

（１） 生活支援コーディネーター（以下「コーディネーター」という。）の配置 

（２） 大和高田市生活支援体制整備協議会（以下「協議会」という。）の設置及び運営 

（コーディネーター） 

第４条 コーディネーターは、地域で生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコ

ーディネート機能を果たすため、次に掲げる取組を行うものとする。 

 （１） 資源開発 

  ア 地域におけるサービス及び支援の創出 

  イ サービス及び支援の担い手の養成 

  ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保 

 （２） ネットワークの構築 

  ア 関係者間の情報共有 

  イ サービス提供主体間の連携体制づくり 

 （３） 地域の支援ニーズとサービス提供主体における活動のマッチング 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、多様な主体による多様な取組に関するコーディネート 

２ コーディネーターは、多様な理念を持つ地域のサービス提供主体とのコーディネート機能を

適切に担うことのできる者で、かつ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点及び公平中立

的な視点並びに地域の市民活動への理解を有するもののうちから市長が委嘱する。 

３ コーディネーターの任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 （協議会の設置） 

第５条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

 （１） コーディネーターの組織的な補完に関すること。 

 （２） 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握に関すること。 

 （３） 情報の可視化の推進に関すること。 

 （４） 企画、立案及び方針の協議に関すること。 

 （５） 地域づくりにおける意識の統一に関すること。 

 （６） 多様な主体間との情報交換及び働きかけに関すること。 

（協議会の組織） 

第６条 協議会の委員は、１５人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 
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 （１） 地域包括支援センターの職員 

 （２） 行政機関担当者 

 （３） コーディネーター 

 （４） 在宅介護支援センターの職員 

 （５） ＮＰＯ法人、社会福祉法人、社会福祉協議会、地縁団体、協同組合、民間企業、ボラ

ンティア団体、シルバー人材センター等の地域の関係者 

 （６） 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

 （協議会の委員の任期） 

第７条 協議会の委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （守秘義務） 

第８条 コーディネーター及び協議会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

その職を退いた後も、同様とする。 

 （庶務） 

第９条 協議会の庶務は、保健部地域包括支援課において処理する。 

 （補則） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

告示第３２号 

 大和高田市病児・病後児保育事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

  平成２８年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

大和高田市病児・病後児保育事業実施要綱の一部を改正する告示 

大和高田市病児・病後児保育事業実施要綱（平成２６年告示第１４６号）の一部を次のように改正

する。 

題名中「・病後児」を削る。 

第１条中「保育対策等促進事業の実施について（平成２０年６月９日雇児発第０６０９００１号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）（別添３）」を「病児保育事業の実施について（平成２７年７

月１７日雇児発０７１７第１２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）（別紙）」に改め、「・病

後児」を削り、「病気のために児童の集団保育が困難であり、かつ、保護者がやむを得ない事情により

家庭で保育ができない場合、その児童を一時的に預かる事業」を「保育を必要とする乳児・幼児又は

保護者の労働若しくは疾病その他の事由により家庭において保育を受けることが困難となった小学校

に就学している児童であって、疾病にかかっているものを一時的に保育する事業」に改める。 

 第２条を次のように改める。 

 （実施施設） 

第２条 市長は、病児保育事業の実施を国の要綱に定める基準を満たし、適切な処置が確保される施

設として市長が認める施設（以下「実施施設」という。）の長に委託することができる。 

第３条中「・病後児」を削る。 

第４条中「・病後児」を削り、「児童は」の次に「、大和高田市又は大和高田市長と病児保育事業

利用協定を締結した市町村に住所を有する児童であって」を加え、「いずれにも」を「いずれかに」に

改め、「で、市長と協議の上実施施設の長が定めるもの」を削り、同条各号を次のように改める。 

（１） 病児対応型 医療機関による入院治療を要せず、当面症状の急変は認められないが、病気

の回復期に至っていないことから、集団保育が困難であり、かつ、保護者の勤務等の都合により
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家庭で保育を行うことが困難な乳児・幼児又は小学校に就学している児童 

（２） 病後児対応型 医療機関による入院治療を要しない病気の回復期であり、集団保育が困難

で、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な乳児・幼児又は小学校に

就学している児童 

第５条の見出し並びに同条第１項及び第６項並びに第６条中「・病後児」を削る。 

第７条第１項中「・病後児」を削り、「様式第３号」を「様式第１号」に改め、同条第２項中「・

病後児」を削り、「様式第４号」を「様式第２号」に改め、同条第３項中「・病後児」を削り、「様式

第５号」を「様式第３号」に改める。 

第１０条第１項第２号中「・病後児」を削り、「６月」を「８月」に、「７月」を「９月」に改め、

同条第２項中「・病後児」を削り、「様式第６号」を「様式第４号」に改める。 

第１１条中「・病後児」を削り、「様式第７号」を「様式第５号」に、「様式第８号」を「様式第６

号」に、「様式第９号」を「様式第７号」に改め、同条第２項中「・病後児」を削る。 

 様式第１号及び様式第２号を削る。 

 様式第３号中「・病後児」を削り、「利用する事業に☑」を「利用する類型に☑」に改め、同様式を

様式第１号とする。 

様式第４号中「・病後児」を削り、「利用する事業名（該当する事業に☑）」を「利用する事業類型

（該当する類型に☑）」に、「□ 病児保育  □ 病後児保育」を「□ 病児対応型  □ 病後児対応

型」に改め、同様式を様式第２号とする。 

様式第５号中「・病後児」を削り、「利用する事業名」を「利用する事業類型」に、「□ 病児保育  

□ 病後児保育」を「□ 病児対応型  □ 病後児対応型」に改め、同様式を様式第３号とする。 

様式第６号中「・病後児」を削り、「利用する事業名」を「利用する事業類型」に、「□ 病児保育  

□ 病後児保育」を「□ 病児対応型  □ 病後児対応型」に、「４～６月」を「４～８月」に、「７～

３月」を「９～３月」に改め、同様式を様式第４号とする。 

様式第７号中「・病後児」を削り、 

「 

３月 

年度累 

       」を 

「 

３月 

年度累計 

       」に改め、同様式を様式第５号とする。 

様式第８号中「・病後児」を削り、同様式を様式第６号とする。 

様式第９号中「・病後児」を削り、同様式を様式第７号とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、現に改正前の大和高田市病児・病後児保育事業実施要綱様式第３号、様式

第４号及び様式第６号の規定によりなされた申請は、改正後の大和高田市病児・病後児保育事業実

施要綱様式第１号、様式第２号及び様式第４号によりなされた申請とみなす。 

 

告示第５０号の２ 

 大和高田市生活習慣改善事業実施要綱を次のように定める。 

  平成２８年４月７日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市生活習慣改善事業実施要綱 

 （趣旨） 

第１条 この告示は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１７条第１項の規定に基づく生活

習慣改善事業（以下「事業」という。）の実施について必要な事項を定めるものとする。 

 （名称） 

第２条 事業の名称は、健康チャレンジ事業とする。 

 （実施場所） 

第３条 事業は、大和高田市市民交流センター内健康交流スペースにおいて実施する。 

 （対象者） 

第４条 事業の対象者は、市内に住所を有する４０歳以上の者とする。 

 （内容） 

第５条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 運動、栄養その他健康に関する相談及び指導 

 （２） 健康に関する教室の開催 

 （３） 各種健康診査の受診啓発 

 （４） 前３号に掲げるもののほか、生活習慣の改善に関し市長が必要と認めること。 

 （実施日等） 

第６条 事業の実施日、実施時間及び申込み方法については、市長が別に定める。 

 （利用料） 

第７条 事業の利用料は、体成分分析器又は骨密度測定装置を使用する場合の実費負担額を除き、無

料とする。 

２ 前項の実費負担額は、１装置１回の使用につき３００円とする。ただし、市長が特に必要がある

と認めるときは、これを免除することができる。 

 （補則） 

第８条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

この告示は、平成２８年４月２４日から施行する。 

 

告示第５１号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第３項並びに第１１条の２第１２項及び住民

基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令（昭和６０年自治省令第２８

号）第３条の規定に基づき、次のとおり公表します。 

  平成２８年４月１２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

閲覧者氏名 

（法人の場合は名称及び

代表者又は管理者名） 

請求事由 

（利用目的）の概要 
閲覧年月日 

閲覧した住民の 

範囲 

ＮＨＫ放送文化研究所 

「全国放送サービス

接触動向調査」の調

査対象者を抽出する

ため 

平成２７年４月１５日 
大字西坊城の 

７歳以上の住民 

ＮＨＫ放送文化研究所 

「全国個人視聴率調

査」調査対象者抽出

のため 

平成２７年４月１６日 
蔵之宮町の 

７歳以上の住民 
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（株）野村総合研究所 

「テレビ視聴に関す

る調査」の調査対象

者抽出のため 

平成２７年５月２０日 
永和町の満１６歳

以上の日本人男女 

内閣府大臣官房 

政府広報室 

東京オリンピック・

パラリンピックに関

する世論調査」の調

査対象者抽出のため 

平成２７年５月２６日 
礒野北町の２０歳

以上の日本人男女 

朝日新聞社 

ブランド推進本部 

「新聞およびＷｅｂ

利用に関する総合調

査」の調査対象者抽

出のため 

平成２７年６月２４日 
中今里町の１５歳

以上の日本人男女 

（株）野村総合研究所 

「日常生活に関する

アンケート」の調査

対象者抽出のため 

平成２７年６月２５日 

南今里町の満１５

歳～７９歳の日本

人男女 

（株）時事通信社 
「住民意識調査」の
調査対象者抽出のた

め 

平成２７年７月２２日 
大字池田の２０歳

以上の日本人男女 

ＮＨＫ放送文化研究所 

「ＩＳＳＰ職業意識

に関する国際比較調

査」の調査対象者抽

出のため 

平成２７年８月１９日 
神楽３丁目の満１

６歳以上の男女 

奈良県健康福祉部 

健康づくり推進課 

「なら健康長寿基礎

調査」の調査対象者

抽出のため 

平成２７年８月２６日 
市内の２０歳以上

住民 

内閣府大臣官房 

政府広報室 

「消費者行政の推進

に関する世論調査」

の調査対象者抽出の

ため 

平成２７年８月２０日 
大字神楽の２０歳

以上の日本人男女 

内閣府大臣官房 

政府広報室 

「住生活に関する世

論調査」の調査対象

者抽出のため 

平成２７年９月１６日 

春日町１丁目の２

０歳以上の日本人

男女 

日本新聞協会 

「メディアの接触と

評価に関する調査」

の調査対象者抽出の

ため 

平成２７年１０月８日 

神楽２丁目の満１

５歳～７９歳の日

本人男女 

国土交通省 

土地・建設産業局 

「土地問題に関する

国民の意識調査」の

調査対象者を抽出す

るため 

平成２７年１２月２日 
大字市場の２０歳

以上の日本人男女 

日本たばこ産業（株） 

「全国たばこ喫煙者

率調査」の調査対象

者抽出のため 

平成２７年１２月１５日 

幸町の大正１５年

５月１日～平成８

年４月３０日生ま

れの男女 

文化庁文化部 

国語課長 

「国語に関する世論

調査」の対象者抽出

のため 

平成２７年１２月２４日 

東中１丁目の１６

歳以上の日本人男

女 

総務省情報通信 

国際戦略局 

「通信利用動向調査

」の調査対象者を抽

出するため 

平成２８年１月２０日 

秋吉、田井、今里 

川合方、南今里町 

の２０歳以上の男

女 

生命保険文化センター 
「生活保障に関する

調査」の調査対象者
平成２８年２月１７日 

礒野北町の満１８

歳～６９歳の日本
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を抽出するため 人男女 

日本宝くじ協会 

「宝くじに関する世

論調査」の調査対象

者を抽出するため 

平成２８年２月１８日 
礒野町の満１８歳

以上の日本人男女 

 

告示第５２号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２８年４月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

   移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため 

   大和高田市自転車等の安全利用に関する条例第１０条第３項及び同条例施行規則第５条 

２．処分対象自転車等の保管場所 

   大和高田市曽大根 

   大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

   平成２８年８月１日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

   平成２８年１月１日から平成２８年１月３１日までの間 

 

告示第５３号 

 平成２７年度国民健康保険税第８期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき

者の住所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２８年４月１８日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

平成２８年３月２４日 

２ 送達を受けるべき者 

 市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第５４号 

 大和高田市公印規則（平成１６年規則第２５号）第１４条第１項の規定により電子公印を使用しま

すので、同規則第１４条第６項の規定により告示します。 

  平成２８年４月２０日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   
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使用する文書 

 

 

 

 

告示第５５号 

 平成２７年度市県民税第３期の督促状を郵送により送達しましたが、その送達を受けるべき者の住

所等が不明であるため、送達できないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の

規定により、次のとおり公示送達します。 

 なお、公示送達に係る書類は財務部収納対策室で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ

ればいつでも交付します。 

平成２８年４月２７日 

                   大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ この通知の発送年月日 

 平成２７年１１月２５日 

２ 送達を受けるべき者 

  市役所前の掲示場に掲示済み 

（注）地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算して７日を経過したと

きに書類の送達があったものとみなされます。 

 

告示第５６号 

 平成２８年５月９日、次の事件を付議するため、大和高田市議会臨時会を本市議事堂に招集する。 

  平成２８年５月２日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

報第３号 専決処分の報告について 

     ・平成２７年度大和高田市一般会計補正予算（第５号） 

     ・平成２７年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

     ・行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正について  

     ・大和高田市税賦課徴収条例等の一部改正について 

     ・大和高田市国民健康保険税条例の一部改正について 

議第４８号 大和高田市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につ

いて 

議第４９号 大和高田市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 

告示第５７号 

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第９条及び第９条の２第２

項の規定により放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第１０条第１項

の規定により告示します。 

  平成２８年５月２日 

公印の名称 市長印 

寸法 方２０㎜ 

使用する理由 屋外広告物管理システム調整に伴う変更 

使用開始年月日 平成２８年５月１日 

印影 市長印印影 

担当課 都市計画課 

文書の名称 屋外広告物許可書 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．移動理由 

自転車等放置禁止区域内及び放置禁止区域外の公共の場所に放置されていたため 

２．移動年月日、移動対象区域、移動自転車等の数量等 

（１）放置禁止区域 

移動年月日 

近鉄大和 

高田駅・ＪＲ

高田駅周辺 

近鉄高田市

駅周辺 

近鉄松塚駅

周辺 

近鉄浮孔駅

周辺 

近鉄築山駅

周辺 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

自転

車 

原動

機付

自転

車 

平成２８年４月５日 ５          

平成２８年４月１９日 ６          

平成２８年４月２０日 ２１ ２         

（２）放置禁止区域外の公共の場所 

移動年月日 場所の区分 地区 自転車 
原動機付

自転車 

平成２８年４月４日 道路 大和高田市大字池田地内 １  

平成２８年４月１１日 道路 大和高田市片塩町地内 １  

平成２８年４月１１日 道路 大和高田市大字根成柿地内 １  

平成２８年４月１２日 道路 大和高田市大字築山地内 １  

平成２８年４月２５日 道路 大和高田市曙町地内 １  

３．保管場所 

大和高田市曽大根 

大和高田市高架下臨時自転車保管所 

４．引取期間 

  告示日から６０日間。ただし祝日を除く。 

５．引取時間 

  午前９時～正午・午後１時～午後５時 

ただし、土曜日・日曜日は午前９時～正午 

６．引取りのための必要事項 

（１）印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）

をお持ちください。 

（２）次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。 

   ア．移動費 ２，０００円 

   イ．保管費 １，０００円。ただし、移動日から１４日以内は無料 

７．連絡先 

   大和高田市役所生活安全課 電話０７４５－２２－１１０１代表 

 

 

 

公告第３４号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年４月８日 

公 告 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 片塩中学校プール改修工事 

２ 工事場所 大和高田市中三倉堂２丁目地内（片塩中学校） 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年６月１０日（金）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の塗装・

防水工事に登録している者であること。 

（２）防水工事における建設業法（昭和２４年５月２４日法律第１００号）第３

条第１項の建設業の許可を受けており、かつ、同法第２７条の２３第１項の審

査を受けている者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年４月１１日（月）から平成２８年４月１５日（金）まで 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年４月１８日（月） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 
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参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２８年４月１１日（月）から平成２８年４月１５日（金）まで 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年４月１９日（火）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年４月２０日（水）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年４月２５日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年４月２６日（火）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 
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（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

６，９５０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第３５号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年４月８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 高田西中学校消火設備改修工事 

２ 工事場所 大和高田市大字池田地内（高田西中学校） 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年６月３０日（木）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の管工事

（水道）に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）甲種消防設備士第１類の有資格者を自社で有し、そのものを主任技術者と

して配置できる者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注工事が履

行中（落札した時点から竣工検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する
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ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（３）の条件を満たすことを証する書類（資格証の写

し）を提出してください。また、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を

（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本

市指定様式によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田

市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年４月１１日（月）から平成２８年４月１５日（金）まで 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年４月１８日（月） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２８年４月１１日（月）から平成２８年４月１５日（金）まで 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年４月１９日（火）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年４月２０日（水）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年４月２５日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 
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（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年４月２６日（火）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

４，１７０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第３６号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年４月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 大和高田市総合公園園路整備工事 

２ 工事場所 大和高田市曽大根地内 

３ 工事期間 契約締結日から平成２８年７月２９日（金）まで 
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４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の造園工

事に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（５）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（６）（３）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年４月１２日（火）から平成２８年４月１８日（月）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年４月１９日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２８年４月１２日（火）から平成２８年４月１８日（月）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 
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（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年４月２０日（水）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年４月２１日（木）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年４月２５日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年４月２６日（火）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証 免除します。 
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金  

１７ 最低制限

基準比較価

格 

６，０２０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第３７号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年４月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業 務 名 大和高田市消防第５分団車庫兼詰所新築工事設計業務委託 

２ 業務対象場

所 

大和高田市礒野地内 

３ 履行期間 契約締結日から平成２８年８月３１日（水）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築設

計業務に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定に基づ

く一級建築士事務所の登録を行っていること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注業務が履

行中（落札した時点から完了検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注業務における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも
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に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年４月１２日（火）から平成２８年４月１８日（月）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年４月１９日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の配

布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２８年４月１２日（火）から平成２８年４月１８日（月）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）につ

いての質疑応

答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年４月２０日（水）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年４月２１日（木）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年４月２５日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 
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大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年４月２６日（火）午前１０時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

２，１６０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第３８号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年４月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業 務 名 天満診療所耐震診断業務委託 

２ 業務対象場

所  

大和高田市吉井地内（天満診療所） 

３ 履行期間 契約締結日から平成２８年９月３０日（金）まで 



平成２８年５月１０日（火）       大 和 高 田 市 公 報              第３２８号 

 31 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築設

計業務に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定に基づ

く一級建築士事務所の登録を行っていること。 

（４）管理技術者及び申請書に記載を求める主任担当技術者は、それぞれ１名で

あること。ただし、管理技術者が建築士法第１０条の２第１項に該当する構造

設計一級建築士である場合は、当該管理技術者が主任担当技術者を兼任するこ

とを認める。 

（５）管理技術者は一級建築士とし、建築の総合分野の業務を担当すること。 

（６）主任担当技術者は建築士法第１０条の２第１項に該当する構造設計一級建

築士であり、管理技術者の下で当該業務を実施する技術者とし、建築の構造分

野の業務を担当すること。 

（７）管理技術者及び主任担当技術者は、申請者の組織に所属していること。た

だし、構造計算等を協力業者に依頼する場合の主任担当技術者は、協力業者の

所属であることを認める。 

（８）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（９）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（１０）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基

づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（１１）（８）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平

成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（１２）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注業務が

履行中（落札した時点から完了検査を受けた日まで）でない者であること。 

（１３）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注業務における他の入札案

件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式（耐震関連設計業務用）によるものとします。様

式については、大和高田市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウン

ロード可能）するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（６）の要件を満たすことを証するものとして主任担

当技術者の構造一級建築士証の写しと、５（１１）に係る暴力団排除に関する

誓約書を（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約

書は、本市指定様式によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に

大和高田市ホームページに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年４月１２日（火）から平成２８年４月１８日（月）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 
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午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年４月１９日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２８年４月１２日（火）から平成２８年４月１８日（月）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年４月２０日（水）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年４月２１日（木）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年４月２５日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参
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加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年４月２６日（火）午前１０時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１，０８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第３９号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年４月１１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業 務 名 吊天井改修工事設計業務委託（高田商業高等学校競技場） 

２ 業務対象場

所  

大和高田市材木町地内（高田商業高等学校） 

３ 履行期間 契約締結日から平成２８年５月３１日（火）まで 

４ 業務内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築設

計業務に登録している者であること。 

（２）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（３）建築士法（昭和２５年５月２４日法律第２０２号）第２３条の規定に基づ

く一級建築士事務所の登録を行っていること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に
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よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成

１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、既に元請けで受注している市発注業務が履

行中（落札した時点から完了検査を受けた日まで）でない者であること。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注業務における他の入札案件

において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田

市ホームページの「入札･契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペ

ージに掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年４月１２日（火）から平成２８年４月１８日（月）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年４月１９日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２８年４月１２日（火）から平成２８年４月１８日（月）まで。ただし、

土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 
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９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年４月２０日（水）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年４月２１日（木）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年４月２５日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年４月２６日（火）午前１０時５０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金   

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

４８０，０００円（消費税等抜き） 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開
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札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第４０号 

下記１の公告した入札業務について、下記２のとおり公告内容を一部訂正します。 

平成２８年４月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１ 対象業務 

公 告 日 平成２８年４月４日 

公告番号 公告第３２号 

業 務 名 平成２８年度庁用バス運行業務委託 

２ 訂正内容 

＜訂正後＞ 

４ 入札参加資格要件 

（５）一般乗合旅客自動車運送業又は一般貸切旅客自動車運送事業の許可を得ていること。 

５ 競争入札参加資格確認の申請（２）必要書類 

（２）必要書類 

一般乗合旅客自動車運送業又は一般貸切旅客自動車運送業の免許状の写し 

（４）申請期間 

平成２８年４月４日（月）から平成２８年４月１９日（火）まで。ただし、土曜日及び日曜日を

除きます。 

６ 競争入札参加資格の確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結果は、郵送により

随時通知します。 

（１）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、一般競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（２）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送します。 

７ 質疑等 

（１）質疑期限 

平成２８年４月２２日（金）午後５時 

（３）回答期限 

平成２８年４月２５日（月）午後５時。回答は、原則、質問者に対してのみ行います。 

以上 

 

公告第４１号 

下記の業務について、条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき、

次のとおり公告します。 

平成２８年４月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．入札に付する事項 

（１） 業務名称 大和高田市本庁舎電話交換業務 
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（２） 業務内容 別紙「仕様書」による。 

（３） 契約期間 平成２８年６月１日から平成３１年５月３１日まで 

（４） 業務場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所３階電話交換室 

２．入札参加資格に関する事項 

入札に参加する者の資格は、以下に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

（１） 本市において「建物管理等に係る役務の提供競争入札参加資格（警備業務）」又は「物品

購入等競争入札参加資格（役務の提供業務代行）」の登録業者であること。 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定に

よる再生計画認可の決定を受けている者を除く。 

（４） 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措置

を受けている期間中の者でないこと。 

（５） （２）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成１５年告示第

２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（６） プライバシーマーク（略称：Ｐマーク）の使用の許諾又は情報セキュリティマネジメント

システム（略称：ＩＳＭＳ）適合性評価制度の認証を受けた者であること。 

３．仕様書その他提出書類の取得 

平成２８年４月１５日から市のホームページで取得可能です。また、大和高田市契約監理室で

もお渡しできます。（郵送不可） 

４．仕様書等に関する質問及び回答 

（１） 仕様書等に関する質問 

①質 問 先 大和高田市契約監理室 

②質問期限 平成２８年４月２７日（水）午後５時 

③質問方法 ＦＡＸのみ （０７４５）４９－００５３ 

（２） 質問に対する回答 

①回答期限 平成２８年４月２８日（木）午後５時 

②回答方法 ＦＡＸにて質問者に回答します。 

５．入札参加資格確認申請書提出について 

（１） 提出方法 持参のみ。申請書に受領印を押印し、その写しをお渡しします。 

（２） 提出場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階契約監理室 

（３） 受付期間 平成２８年４月１８日（月）から平成２８年４月２５日（月）まで。ただし、 

土曜日及び日曜日を除きます。 

（４） 受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを除 

きます。 

６．入札参加資格確認結果通知日 

申請書提出日から２日以内に郵送により通知します。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

７．入札を執行する場所及び日時等 

（１） 入札執行場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（２） 入 札 日 時 平成２８年５月１１日（水）午前１０時３０分 

（３） 必 携 書 類 入札参加者は、一般競争入札参加資格決定通知書（又はその写し）を提示 
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しなければならない。 

８．送付等による入札の可否 

郵送、電信その他持参以外のものは認めない。 

９．最低制限価格 

最低制限基準比較価格は、１４,３００,０００円(消費税等抜)とし、当該最低制限基準比較価

格に「くじ」により設定した１００．００％から１０３．９９％までの数値を乗じて得た額を税

抜き最低制限価格（最低制限比較価格）とします。 

１０．入札保証金及び契約保証金に関する事項 

（１） 入札保証金 免除とする。 

（２） 契約保証金 免除とする。 

１１．無効入札に関する事項 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１） 入札に参加する資格のない者のした入札 

（２） 郵送等による入札 

（３） 入札書に入札者の記名押印を欠く入札 

（４） 入札書記載の金額、氏名、押印その他の入札要件の記載内容が確認できない入札 

（５） 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた２以上の入札の全て 

（６） 入札に関し談合等の不正行為をした入札 

（７） 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札 

（８） 入札書記載の金額を加除訂正した入札 

１２．落札者の決定 

（１） 落札者の決定は、税抜き予定価格（入札比較価格）及び税抜き最低制限価格（最低制限比

較価格）の制限の範囲内で最廉価格をもって入札した業者を落札者とします。 

（２） 落札者となるべき価格の入札者が２人以上ある場合は、くじにより決定します。 

（３） 入札は、１回限りとします。 

１３．開札結果 

落札者が決定後、大和高田市ホームページにて公表する。 

１４．その他必要な事項 

（１） 詳細は、仕様書による。 

（２） 入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額（消費税等を含む額）の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること（１円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。）。 

（３） 落札者となった者は、落札決定後、速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者で

あるかを申し出ること。 

（４） この公告に定めるもののほか、入札及び契約に関し必要な事項については、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令及び大和高田市契約規則によるものとする。 

（５） 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又

は延期する場合がある。 

１５．この入札公告に関する担当部署 

大和高田市環境建設部契約監理室 

住 所 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

ＴＥＬ ０７４５－２２－１１０１（内線６７０、６７３） 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 
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公告第４２号 

下記の業務について、条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき、

次のとおり公告します。 

平成２８年４月１５日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．入札に付する事項 

（１） 業務名称 大和高田市立病院電話交換業務 

（２） 業務内容 別紙「仕様書」による。 

（３） 契約期間 平成２８年６月１日から平成３１年５月３１日まで 

（４） 業務場所 奈良県大和高田市礒野北町１番１号 

大和高田市立病院東館１階電話交換室 

２．入札参加資格に関する事項 

入札に参加する者の資格は、以下に掲げる要件の全てに該当する者とする。 

（１） 本市において「建物管理等に係る役務の提供競争入札参加資格（警備業務）」又は「物品

購入等競争入札参加資格（役務の提供業務代行）」の登録業者であること。 

（２） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（３） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者でないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定に

よる再生計画認可の決定を受けている者を除く。 

（４） 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措置

を受けている期間中の者でないこと。 

（５） （２）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平成１５年告示第

２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（６） プライバシーマーク（略称：Ｐマーク）の使用の許諾又は情報セキュリティマネジメント

システム（略称：ＩＳＭＳ）適合性評価制度の認証を受けた者であること。 

３．仕様書その他提出書類の取得 

平成２８年４月１５日から市のホームページで取得可能です。また、大和高田市契約監理室で

もお渡しできます。（郵送不可） 

４．仕様書等に関する質問及び回答 

（１） 仕様書等に関する質問 

①質 問 先 大和高田市契約監理室 

②質問期限 平成２８年４月２７日（水）午後５時 

③質問方法 ＦＡＸのみ （０７４５）４９－００５３ 

（２） 質問に対する回答 

①回答期限 平成２８年４月２８日（木）午後５時 

②回答方法 ＦＡＸにて質問者に回答します。 

５．入札参加資格確認申請書提出について 

（１） 提出方法 持参のみ。申請書に受領印を押印し、その写しをお渡しします。 

（２） 提出場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階契約監理室 

（３） 受付期間 平成２８年４月１８日（月）から平成２８年４月２５日（月）まで。ただし、 

土曜日及び日曜日を除きます。 



平成２８年５月１０日（火）       大 和 高 田 市 公 報              第３２８号 

 40 

（４） 受付時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを除 

きます。 

６．入札参加資格確認結果通知 

申請書提出日から２日以内に郵送により通知します。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

７．入札を執行する場所及び日時等 

（１） 入札執行場所 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階 会議室 

（２） 入 札 日 時 平成２８年５月１１日（水）午前１０時４０分 

（３） 必 携 書 類 入札参加者は、一般競争入札参加資格決定通知書（又はその写し）を提示 

しなければならない。 

８．送付等による入札の可否 

郵送、電信その他の持参以外のものは認めない。 

９．最低制限価格 

最低制限基準比較価格は、１３,６００,０００円(消費税等抜)とし、当該最低制限基準比較価格

に「くじ」により設定した１００．００％から１０３．９９％までの数値を乗じて得た額を税抜き

最低制限価格（最低制限比較価格）とします。 

１０．入札保証金及び契約保証金に関する事項 

（１） 入札保証金 免除とする。 

（２） 契約保証金 免除とする。 

１１．無効入札に関する事項 

次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１） 入札に参加する資格のない者のした入札 

（２） 郵送等による入札 

（３） 入札書に入札者の記名押印を欠く入札 

（４） 入札書記載の金額、氏名、押印その他の入札要件の記載内容が確認できない入札 

（５） 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた２以上の入札の全て 

（６） 入札に関し談合等の不正行為をした入札 

（７） 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札 

（８） 入札書記載の金額を加除訂正した入札 

１２．落札者の決定 

（１） 落札者の決定は、税抜き予定価格（入札比較価格）及び税抜き最低制限価格（最低制限比

較価格）の制限の範囲内で最廉価格をもって入札した業者を落札者とします。 

（２） 落札者となるべき価格の入札者が２人以上ある場合は、くじにより決定します。 

（３） 入札は、１回限りとします。 

１３．開札結果 

落札者が決定後、大和高田市ホームページにて公表する。 

１４．その他必要な事項 

（１） 詳細は、仕様書による。 

（２） 入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額（消費税等を含む額）の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること（１円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。）。 

（３） 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であ

るかを申し出ること。 

（４） この公告に定めるもののほか、入札及び契約に関し必要な事項については、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令及び大和高田市契約規則によるものとする。 
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（５） 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又

は延期する場合がある。 

１５．この入札公告に関する担当部署 

大和高田市環境建設部契約監理室 

住 所 奈良県大和高田市大字大中１００番地１ 

ＴＥＬ ７４５－２２－１１０１（内線６７０、６７３） 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

 

公告第４３号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年４月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 文化会館展示ホール及びレセプションホール改修工事 

２ 工事場所 大和高田市本郷町地内（大和高田市文化会館） 

３ 工事期間 契約締結日から平成２９年３月２１日（火）まで 

現場立入可能期間に制限有り。詳細は、入札説明書（仕様書）を参照ください。 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一

式工事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＡ、Ｂ又はＣ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

（８）本公告の公告日の前日までに、Ａ、Ｂ及びＣ等級の混合入札において、既

に元請けで受注している市発注工事が履行中（落札した時点から竣工検査を受

けた日まで）の者でないこと。 

（９）本公告の公告日から入札時点までの間に市発注工事における他のＡ、Ｂ及

びＣ等級の混合入札案件において落札者となった者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（７）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申
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請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年５月２日（月）から平成２８年５月１６日（月）まで。ただし、

土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階 環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年５月１７日（火） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２８年５月２日（月）から平成２８年５月１６日（月）まで。ただし、

土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年５月１８日（水）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年５月１９日（木）午後５時 

回答は、本件工事入札参加資格を認めた者全てに行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年５月２３日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 
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（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年５月２４日（火）午前９時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金 

免除します。 

１７ 最低制限

基準比較価

格 

１２，０１０，０００円（消費税等抜き） 

１８ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

１９ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２０ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第４４号 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成２８年４月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 片塩中学校給食棟新築工事 

２ 工事場所 大和高田市中三倉堂２丁目地内（片塩中学校） 

３ 工事期間 本契約成立日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 
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（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一

式工事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＡ又はＢ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する監理技術者（契約締

結時点において継続して３月以上の雇用関係にある者）を当該工事に専任で配

置できること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年５月２日（月）から平成２８年５月１７日（火）まで。ただし、

土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年５月１８日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 
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配布 平成２８年５月２日（月）から平成２８年５月１７日（火）まで。ただし、

土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

（４）費用の負担等 

  配布に係る費用は頂きませんが、配布した入札説明書（仕様書）は開札後回

収します。 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年５月２５日（水）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年５月２６日（木）午後５時 

回答は、本件工事入札参加資格を認めた者全てに行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年５月３０日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年５月３１日（火）午前９時３０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 
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（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札候補

者の決定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入札を行った

者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡します。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

１７ 落札者の

決定 

事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証

金  

大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１９ 最低制限

基準比較価

格 

１０５，７４０，０００円（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第４５号 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成２８年４月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 高田中学校給食棟･エレベーター棟新築工事 

２ 工事場所 大和高田市大中東町地内（高田中学校） 

３ 工事期間 本契約成立日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

本件工事は、代表者１者、構成員１者による特定建設共同企業体で行うものと

し、この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たして

いるものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一

式工事に登録している者であること。 

（２）代表者及び構成員は次の要件を全て満たしている者とする。 

（ア）代表者 

① 本店、支店又は営業所を奈良県内に有すること。 

② 経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有効期間内にある直近

のもの）の結果における建築一式工事の総合評定値が１，０００点以上で

あること。 

③ 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する監理技術者（平成

２８年６月１５日時点において継続して３月以上の雇用関係にある者）を

当該工事に専任で配置できること。本工事の契約は、議会の議決により成

立するため、専任技術者は平成２８年６月１５日から配置できる者とする。 

（イ）構成員 

① 本店を大和高田市内に有すること。 
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② 大和高田市における建築一式工事の平成２７年度格付け等級がＡ級又は

Ｂ級であること。 

③ 一級若しくは二級建築施工管理技士又は一級若しくは二級建築士の資格

を有する主任技術者（平成２８年６月１５日時点において継続して３月以

上の雇用関係にある者）を当該工事に専任で配置できること。本工事の契

約は、議会の議決により成立するため、専任技術者は平成２８年６月１５

日から配置できる者とする。 

（３）代表者の出資比率は２分の１以上とし、構成員の出資比率は１０分の３以

上とする。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式（ＪＶ用）によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、特定建設工事共同企業体協定書と５（７）に係る暴力団

排除に関する誓約書を（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除

に関する誓約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。また、５（２）（ア）②の要

件を満たすことを証するものとして経営規模等審査結果通知書・総合評定値通

知書（有効期間内にある直近のもの）の写しを提出してください。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年５月２日（月）から平成２８年５月１７日（火）まで。ただし、

土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年５月１８日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 
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参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２８年５月２日（月）から平成２８年５月１７日（火）まで。ただし、

土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

（４）費用の負担等 

  配布に係る費用は頂きませんが、配布した入札説明書（仕様書）は開札後回

収します。 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年５月２５日（水）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年５月２６日（木）午後５時 

回答は、本件工事入札参加資格を認めた者全てに行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年５月３０日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年５月３１日（火）午前１０時 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 
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１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札候補

者の決定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入札を行った

者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５の（２）（ア）③及び同（２）（イ）③に係る確

認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡します。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

１７ 落札者の

決定 

事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 本契約の

成立 

（１）本件工事の契約については、大和高田市議会の議決を要するため、議決が

あるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立するものとします。 

（２）落札者決定後、議会の議決までの間に落札した共同企業体を構成する建設

業者の１者が、入札参加資格の制限又は入札参加資格停止を受けた場合は仮契

約を締結せず、また、仮契約を締結しているときは解除します。 

１９ 契約保証

金  

大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

２０ 最低制限

基準比較価

格 

１６８，６６０，０００円（消費税等抜き） 

２１ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２３ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

公告第４６号 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成２８年４月２８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 高田西中学校給食棟新築工事 

２ 工事場所 大和高田市大字池田地内（高田西中学校） 

３ 工事期間 本契約成立日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

本件工事は、代表者１者、構成員１者による特定建設共同企業体で行うものと

し、この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たして

いるものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一

式工事に登録している者であること。 

（２）代表者及び構成員は次の要件を全て満たしている者とする。 

（ア）代表者 

① 本店、支店又は営業所を奈良県内に有すること。 



平成２８年５月１０日（火）       大 和 高 田 市 公 報              第３２８号 

 50 

② 経営規模等審査結果通知書・総合評定値通知書（有効期間内にある直近

のもの）の結果における建築一式工事の総合評定値が１，０００点以上で

あること。 

③ 一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する監理技術者（平成

２８年６月１５日時点において継続して３月以上の雇用関係にある者）を

当該工事に専任で配置できること。本工事の契約は、議会の議決により成

立するため、専任技術者は平成２８年６月１５日から配置できる者とする。 

（イ）構成員 

① 本店を大和高田市内に有すること。 

② 大和高田市における建築一式工事の平成２７年度格付け等級がＡ級又は

Ｂ級であること。 

③ 一級若しくは二級建築施工管理技士又は一級若しくは二級建築士の資格

を有する主任技術者（平成２８年６月１５日時点において継続して３月以

上の雇用関係にある者）を当該工事に専任で配置できること。本工事の契

約は、議会の議決により成立するため、専任技術者は平成２８年６月１５

日から配置できる者とする。 

（３）代表者の出資比率は２分の１以上とし、構成員の出資比率は１０分の３以

上とする。 

（４）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（６）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（７）（４）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式（ＪＶ用）によるものとします。様式については、

大和高田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）

するとともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、特定建設工事共同企業体協定書と５（７）に係る暴力団

排除に関する誓約書を（１）の申請書と同時に提出してください。暴力団排除

に関する誓約書は、本市指定様式によるものとし、様式については、申請書と

同様に大和高田市ホームページに掲載しています。また、５（２）（ア）②の要

件を満たすことを証するものとして経営規模等審査結果通知書・総合評定値通

知書（有効期間内にある直近のもの）の写しを提出してください。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年５月２日（月）から平成２８年５月１７日（火）まで。ただし、

土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  



平成２８年５月１０日（火）       大 和 高 田 市 公 報              第３２８号 

 51 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年５月１８日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２８年５月２日（月）から平成２８年５月１７日（火）まで。ただし、

土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

（４）費用の負担等 

  配布に係る費用は頂きませんが、配布した入札説明書（仕様書）は開札後回

収します。 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年５月２５日（水）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年５月２６日（木）午後５時 

回答は、本件工事入札参加資格を認めた者全てに行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年５月３０日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参
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加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年５月３１日（火）午前１０時１０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札候補

者の決定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入札を行った

者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５の（２）（ア）③及び同（２）（イ）③に係る確

認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡します。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

１７ 落札者の

決定 

事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 本契約の

成立 

（１）本件工事の契約については、大和高田市議会の議決を要するため、議決が

あるまでの間は仮契約とし、議決を得たときに契約が成立するものとします。 

（２）落札者決定後、議会の議決までの間に落札した共同企業体を構成する建設

業者の１者が、入札参加資格の制限又は入札参加資格停止を受けた場合は仮契

約を締結せず、また、仮契約を締結しているときは解除します。 

１９ 契約保証

金  

大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

２０ 最低制限

基準比較価

格 

１６０，０９０，０００円（消費税等抜き） 

２１ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２３ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 

教育委員会告示第９号 

 生徒派遣費補助要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

平成２８年３月３１日 

大和高田市教育委員会       

委員長 萱 澤 昌 子   

   生徒派遣費補助要綱の一部を改正する告示 

教育委員会 
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 生徒派遣費補助要綱（平成１４年教育委員会告示第８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同条に第１号として次

の１号を加える。 

 （１） 公益財団法人日本オリンピック委員会が主催するジュニアオリンピック競技会 

 第５条第１項ただし書き中「全国大会」を「第２条第１号及び第２号の大会並びに同条第４号の大

会のうち全国大会」に改め、「近畿大会」を「同条第３号の大会及び同条第４号の大会のうち近畿大会」

に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

教育委員会告示第１０号 

 大和高田市立高田商業高等学校生徒派遣費補助金交付要綱の一部を改正する告示を次のように定め

る。 

平成２８年３月３１日 

大和高田市教育委員会       

委員長 萱 澤 昌 子   

   大和高田市立高田商業高等学校生徒派遣費補助金交付要綱の一部を改正する告示 

 大和高田市立高田商業高等学校生徒派遣費補助金交付要綱（平成１４年教育委員会告示第７号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条第２号及び第３号中「春の」を「高等学校」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

教育委員会告示第１１号 

 スポーツ大会出場者派遣費補助要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

平成２８年３月３１日 

大和高田市教育委員会       

委員長 萱 澤 昌 子   

   スポーツ大会出場者派遣費補助要綱の一部を改正する告示 

 スポーツ大会出場者派遣費補助要綱（平成１４年教育委員会告示第６号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条第３号中「又は国際大会」を削り、同条に次の２号を加える。 

 （４） アジア大会及び世界大会 

 （５） オリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会 

 第３条に次の１項を加える。 

３ 前２項の規定にかかわらず、出場する大会が教育委員会の他の派遣費補助の対象となる場合は、

この告示による補助の対象者としない。 

 第６条第３項中「及び同条第３号の全国大会のうち国民体育大会」を「、同条第３号の全国大会の

うち国民体育大会及び同条第５号のオリンピック競技大会及びパラリンピック競技大会」に、「出場

者」を「出場」に改める。 

 別表中 

「 

第２条第２

号に該当す

る大会 

 
個人 選手・役員１人    ３，０００円以内 

団体 １団体       ６０，０００円以内 
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第２条第３

号に該当す

る大会 

国民体育大会 

国際大会 
個人 

選手・役員１人   ９，０００円以内 

 ただし、高田商業高等学校の者のうち市

外在住者は、２分の１の額以内とする。 

上記以外の大会 
個人 選手・役員１人   ９，０００円以内 

団体 １団体      １８０，０００円以内 

                                          」を  

「 

第２条第２

号に該当す

る大会 

 
個人 選手・役員１人    ５，０００円以内 

団体 １団体      １００，０００円以内 

第２条第３

号に該当す

る大会 

国民体育大会 個人 

選手・役員１人  １０，０００円以内 

 ただし、高田商業高等学校の者のうち市

外在住者は、２分の１の額以内とする。 

上記以外の大会 
個人 選手・役員１人  １０，０００円以内 

団体 １団体      ２００，０００円以内 

第２条第４

号に該当す

る大会 

アジア大会 個人 選手・役員１人  ３０，０００円以内 

世界大会 個人 選手・役員１人  ５０，０００円以内 

第２条第５

号に該当す

る大会 

オリンピック競

技大会及びパラ

リンピック競技

大会 

個人 選手・役員１人 １００，０００円以内 

                                          」に改

める。  

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後のスポーツ大会出場者派遣費補助要綱の規定は、この告示の施行の日以後に出場決定した

大会の申請に係る補助金について適用し、同日前に出場決定した大会の申請に係る補助金について

は、なお従前の例による。 

 

教育委員会告示第１２号 

 大和高田市教育委員会４月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２８年４月４日 

 大和高田市教育委員会     

教育長 早 川 博   

記 

日 時 平成２８年４月７日（木）午後４時３０分 

場 所 さざんかホール４階会議室 

議 案 第１号 平成２８年大和高田スカウト運動育成協会感謝状授与について 

第２号 後援願いについて 

第３号 その他 

 

 

 

選挙管理委員会告示第６号 

選挙管理委員会 
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 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２８年４月８日 

                             大和高田市選挙管理委員会 

委員長 松 村 惠 由   

１．日 時  平成２８年４月１５日（金）午前９時 

２．場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所３階東会議室 

３．議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 その他 

 

選挙管理委員会告示第７号 

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２８年５月６日 

                             大和高田市選挙管理委員会 

委員長 松 村 惠 由   

１．日 時  平成２８年５月１３日（金）午前１０時 

２．場 所  大和高田市大字大中１００番地１ 

大和高田市役所３階東会議室 

３．議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 その他 

 

 

 

農業委員会告示第４号 

 大和高田市農業委員会５月定例委員会を次のとおり招集する。 

  平成２８年４月２６日 

大和高田市農業委員会      

会長 松 田 榮 義   

記 

日 時  平成２８年５月１１日（水）午後３時 

場 所  市役所３階東会議室 

議 案  第１号 農地法第３条第１項について申請の件 

第２号 農地法第４条規定による申請の件 

第３号 農地法第１８条第６項規定による通知の件 

第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項規定による農用地利用集積計画につ 

いて 

第５号 その他 

 

 

 

水道事業告示第６号 

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

平成２８年５月１日 

農業委員会 

公営企業 
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水道事業管理者          

大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名   代表者名   所在地 

中央設備  樫平 隆明  奈良県奈良市八条町３９４番地の１ 

 

水道事業公告第４号 

次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

平成２８年４月２０日 

水道事業管理者          

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 業 務 名 配水場維持管理業務委託 

２ 業務場所 大和高田市大東、天満、陵西各配水場   

３ 履行期間 平成２８年６月１日から平成３１年５月３１日まで 

４ 業務内容 「配水場維持管理業務委託」仕様書・特記仕様書のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１） 大和高田市競争入札参加資格者名簿の建物管理等業務（上下水道施設保

守）に登録されている者であること。 

（２） 水道事業又は水道用水供給事業に係る水道施設において、平成１８年４

月１日以降に２年以上の期間にわたり、地方公共団体が発注した２件以上の維

持管理及び運転管理業務を元請けで履行実績（複数の実績を有し、そのうち１

件は、年間平均 10,000㎥/日以上の水道施設における実績であること。）を有す

る者であること。 

（３） 次のア～キまでに掲げる有資格者及び実務経験者を雇用していること。

ただし、有資格者及び実務経験者は、それぞれ兼ねることができるものとする。 

ア 受託水道業務技術管理者 

イ 電気主任技術者（第三種免状以上） 

ウ 水道施設管理技士（浄水施設） 

エ 水質基準並びに水質に関する知識を有し、かつ、１年以上の実務経

験を有する者 

オ 機械設備に関する知識を有し、かつ、１年以上の実務経験を有する

者 

カ 技術士（上下水道部門） 

キ 環境計量士（濃度関係） 

（４） 「配水場維持管理業務委託」仕様書の第５条及び第７条に示す有資格者

及び有実績者を業務に配置できる者であること。 

（５） 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であるこ

と。 

（６） 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立

てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定

による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けて

いる者を除く。 

（７） 大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基

づく資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８） （５）に該当する者のほか、大和高田市契約関係暴力団排除措置要綱（平

成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 
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６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入

札参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格に

ついての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しな

い者又は入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に

参加することができません。 

（１） 申請書は、本市指定様式によるものとします。様式については、大和高

田市ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）すると

ともに、契約監理室にも備え付けています。 

（２） 必要書類として、次に掲げる書類を（１）の申請書と同時に提出してく

ださい。 

ア ５の（２）を証する実績書（任意様式）及び該当業務の契約書の写し 

イ ５の（３）に掲げる有資格者の資格証の写し及び有実績者の実績証明

書（任意様式） 

ウ ５の（４）に掲げる業務総括責任者、副総括責任者及び業務従事者の

配置予定者名簿（任意様式）。配置予定者名簿に記載の者の資格証の写し

及び実績証明書（任意様式） 

エ ５の（８）に係る暴力団排除に関する誓約書（本市指定様式によるも

のとし、様式については、（１）の申請書と同様に大和高田市ホームペー

ジに掲載しています。） 

（３） 申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは

受け付けません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４） 受付期間 

平成２８年４月２１日（木）から平成２８年５月１０日（火）まで。ただし、

土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（５） 受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６） 受付場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１） 郵送日 

平成２８年５月１１日（水） 

（２） 競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、般競争入札参加資格確認通知書を送付しま

す。 

（３） 競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１） 受付期限 

平成２８年５月１８日（水）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年５月１９日（木）午後５時 

回答は、原則質問者に対してのみ行います。 

９ 入札書の提 入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 
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出方法 （１） 期限 

平成２８年５月２３日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は、無効とします。 

（２） 郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３） 郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１０ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額

で記載してください。 

１１ 入札保証

金  

入札保証金は、次のとおり納付してください。 

（１） 入札保証金の金額 

入札保証金の金額は、８，０００，０００円とします。 

（２） 納付の方法 

入札保証金は、現金又は銀行振出小切手によるものとします。詳細は、競争

入札参加資格の確認通知とともに説明書を送付します。 

（３） 納付期限 

平成２８年５月２３日（月）午後３時 

１２ 入札保証

金の還付等 

落札されなかった者が納付した入札保証金は、利息を付さずに返還します。ま

た、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当します。 

なお、落札者が本契約を締結しないときは、納付された契約保証金は、市に帰

属することとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１） 日時 

平成２８年５月２４日（火）午前１１時 

（２） 場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

（３） 開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、水道総務課において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１） 大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２） 公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申

請を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３） 競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点に

おいて５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札者の

決定 

落札者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもっ

て入札を行った者とします。 

１６ 契約保証

金  

契約保証金は、入札保証金を充当するものとします。 

１７ 契約保証

金の還付等 

契約保証金は、本件契約期間が満了したときに、受託者（落札者）の請求に基

づき利息を付さずに返還します。なお、受託者（落札者）が本契約上の義務を履

行しないときは、市は本件契約を解除し、納付された契約保証金は、市に帰属す

ることとなります。 

１８ 最低制限

基準比較価

格 

５７，０９０，０００円（消費税等抜き） 

１９ その他 

 

（１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開
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札を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

水道事業公告第５号 

次のとおり条件付き一般競争入札（簡易事後審査型）を行いますので、地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条

の規定に基づき公告します。 

平成２８年４月２８日 

水道事業管理者          

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 工 事 名 水道庁舎耐震改修及び大規模改修工事 

２ 工事場所 大和高田市大東町地内（水道庁舎） 

３ 工事期間 本契約成立日から平成２９年２月２８日（火）まで 

４ 工事内容 入札説明書（仕様書）のとおり 

５ 入札参加資

格要件 

この競争入札に参加することができる者は、次に掲げる要件を全て満たしてい

るものとします。 

（１）平成２８年度大和高田市建設工事等競争入札参加資格者登録名簿の建築一

式工事に登録している者であること。 

（２）平成２７年度大和高田市格付け等級がＡ又はＢ級の者であること。 

（３）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（４）一級建築施工管理技士又は一級建築士の資格を有する監理技術者（契約締

結時点において継続して３月以上の雇用関係にある者）を当該工事に専任で配

置できること。 

（５）地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者であること。 

（６）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立て

がなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生

手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、会社更生法の規定に

よる更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けてい

る者を除く。 

（７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づ

く資格停止措置を受けている期間中の者でないこと。 

（８）（５）に該当する者のほか、大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業

者の排除措置要綱（平成１５年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当

する者でないこと。 

６ 競争入札参

加資格確認の

申請 

この競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり一般競争入札参加資

格確認申請書（以下｢申請書」という。）を提出し、競争入札参加資格についての

確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出しない者又は

入札日において競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加する

ことができません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市

ホームページの「入札・契約情報」欄に掲載（ダウンロード可能）するととも

に、契約監理室にも備え付けています。 

（２）必要書類として、５（８）に係る暴力団排除に関する誓約書を（１）の申

請書と同時に提出してください。暴力団排除に関する誓約書は、本市指定様式

によるものとし、様式については、申請書と同様に大和高田市ホームページに

掲載しています。 

（３）申請書等の提出は持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付ません。申請書に受付印を押印し、その写しをお渡しします。 

（４）受付期間 

平成２８年５月２日（月）から平成２８年５月１７日（火）まで。ただし、

土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 
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（５）受付時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（６）受付場所  

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室  

７ 競争入札参

加資格の確認

通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限をもって行うものとし、その

結果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日 

平成２８年５月１８日（水） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

参加資格を認めた者に対しては、競争入札参加資格確認通知書を送付します。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を送付しま

す。 

８ 入札説明書

（仕様書）の

配布 

入札説明書（仕様書）の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間 

平成２８年５月２日（月）から平成２８年５月１７日（火）まで。ただし、

土曜日、日曜日及び祝日を除きます。 

（２）配布の時間 

午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、正午から午後１時までを

除きます。 

（３）配布の場所 

大和高田市大中１００番地１ 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）１階環境建設部契約監理室 

（４）費用の負担等 

  配布に係る費用は頂きませんが、配布した入札説明書（仕様書）は開札後回

収します。 

９ 入札説明書

（仕様書）に

ついての質疑

応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、ＦＡＸにより、次のとおり

行います。質疑応答票は市様式又は任意とし、市様式は本市ホームページに掲載

しています。 

（１）受付期限 

平成２８年５月２５日（水）午後５時 

（２）送信先 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（３）回答期限 

平成２８年５月２６日（木）午後５時 

回答は、本件工事入札参加資格を認めた者全てに行います。 

１０ 入札書の

提出方法 

入札書は、次のとおり郵送により受け付けるものとします。 

（１）期限 

平成２８年５月３０日（月）。入札執行日の前日であるため、この日の翌日以

降に到着した入札書は無効とします。 

（２）郵送先 

〒６３５－８７９９ 

大和高田市神楽２－７－４６ 日本郵便株式会社大和高田郵便局留 

大和高田市役所環境建設部契約監理室 

（３）郵送方法 

不着等の事故を防ぐため、一般書留、簡易書留又は特定記録郵便によるもの

とし、郵送に係る費用は、入札者の負担とします。 

１１ 入札書へ

の記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税（以下｢消費税等」という。）に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額を消費税等抜きの金額
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で記載してください。 

１２ 入札保証

金  

免除します。ただし、落札者が契約を締結しない場合、大和高田市契約規則第

９条第２項の規定により入札金額の１００分の５に相当する金額を違約金として

徴収します。また、大和高田市入札参加資格停止措置要綱の規定に基づく入札参

加資格停止の措置を講じることとなります。 

１３ 開札の日

時等 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時 

平成２８年５月３１日（火）午前９時４０分 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階会議室 

（３）開札結果等の公表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧

に供するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１４ 入札の無

効  

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請

を行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、落札者の決定

前に５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１５ 落札候補

者の決定 

落札候補者は、最低制限価格と予定価格の制限の範囲内において入札を行った

者とし、低価を示した者を優先します。 

１６ 事後審査 落札候補者の優先順位により５（４）に係る確認審査を実施します。 

（１）審査日時 

契約監理室から対象者に対して電話連絡いたします。 

（２）場所 

大和高田市役所別棟（本庁舎南隣）２階別棟会議室 

１７ 落札者の

決定 

事後審査の結果、適格者であると判断した者を落札者とします。 

１８ 契約保証

金  

大和高田市契約規則第３０条の規定に基づき徴収するものとします。 

１９ 最低制限

基準比較価

格 

１００，３２０，０００円（消費税等抜き） 

２０ 前金払 大和高田市契約規則第４３条の規定に準じて支払うものとします。 

２１ 部分払 大和高田市契約規則第４４条の規定に準じて支払うものとします。 

２２ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開

札を中止します。 

（３）入札者が２者に満たない場合は、開札を中止します。 

（４）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 

 

 

 


